
な
お
、
記
載
事
項
証
明
手
数
料

は
、
一
物
件
３
０
０
円
で
す
。

【
固
定
資
産
名
寄
帳
の
閲
覧
】

固
定
資
産
の
所
有
者
ご
と
に
ま

と
め
た
名
寄
帳
に
つ
い
て
も
、
課

税
台
帳
と
同
様
に
、
そ
の
納
税

者
・
所
有
者
は
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
固
定
資
産
評
価
証
明
書
の
交
付
】

不
動
産
登
記
用
に
使
わ
れ
る
固

定
資
産
評
価
証
明
書
に
つ
い
て
は
、

無
料
で
交
付
し
ま
す
が
、
交
付
申

請
に
は
、
法
務
局
登
記
官
の
印
が

押
さ
れ
た
書
面
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係

　

☎
０
１
３
７

−

62

−

２
１
１
４

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

☎
０
１
３
９
８

−

２

−

３
１
１
１

《
縦
覧
制
度
》

納
税
者
が
、
他
の
土
地
や
家
屋

と
比
較
し
て
評
価
額
が
適
正
で
あ

る
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
、
地
方

税
法
第
四
百
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
運
転
免
許
証

な
ど
、
本
人
確
認
で
き
る
も
の
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
代
理
人
の
方
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

【
縦
覧
期
間
】

　

４
月
１
日
㈫
～
７
月
31
日
㈭

※
土
日
祝
日
を
除
く

【
縦
覧
時
間
】

　

午
前
８
時
30
分
～午

後
５
時
15
分

【
縦
覧
内
容
】

◯
家
屋

　

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、

　

構
造
、
床
面
積
、
評
価
額

◯
土
地

　

所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、

　

評
価
額

※ 

所
有
者
名
や
課
税
標
準
額
に
つ

い
て
は
、
開
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
縦
覧
で
き
る
人
】

固
定
資
産
税（
土
地
・
家
屋
）の

納
税
者
ま
た
は
代
理
人

【
縦
覧
場
所
】

・
財
務
課
資
産
税
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

《
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

閲
覧
制
度
》

固
定
資
産
税
の
納
税
者
や
借
地

人
、
借
家
人
は
、
関
係
す
る
土
地

や
家
屋
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
運
転
免
許
証

な
ど
の
本
人
確
認
で
き
る
も
の
お

よ
び
貸
借
に
関
す
る
書
類
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
代
理
人
の
方
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

【
閲
覧
手
数
料
】

　

一
物
件
３
０
０
円

【
証
明
書
の
交
付
】

固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
広
告
〉

固
定
資
産
税
の

情
報
開
示
に
つ
い
て
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